
１ 事件の 概要 

２００７年６月１３日 名古屋市バス山田明運転士

が焼身自殺 

２００８年７月２日 公災認定請求（基金名古屋

市支部長） 

２０１１年１月５日 公務外決定 

２０１１年３月１日 審査請求（基金名古屋市支

部審査会） 

２０１２年９月１０日 審査請求棄却 

２０１２年９月２４日 再審査請求（基金本部審査

会） 

２０１３年２月２８日 名古屋地裁に提訴 

２０１５年３月３０日 敗訴（請求棄却の判決） 

２０１５年４月１０日 名古屋高裁に控訴 

２０１６年４月２１日 勝訴（原判決及び基金の公

務外決定の取り消し） 

２０１６年５月６日 高裁判決確定(被告上告せず) 

 

２ 何が争われたか （原告の主張 ＝概ね 高裁 

判決で採用 

 山田明運転士は、(1) 「お客様第一主義」「あり

がとう運動 」 で運転士が委縮し、 長時間労働

により疲労を蓄積していた なかで 、 (2) パワー

ハラスメントによる精神的負荷の重積から急性 

ストレス反応又は急性適応障害 を発症し死に

至った もの 。 

(1) 長時間労働 、長時間拘束労働の実態 

高裁判決＝「時間外労働時間数は１か 月 あた

りの平均で ６０時間 以上を超えて いるから心身

の余力や予備力を低下させていた可能性は否

定できない 。 」 

  ※労働実地の詳細は次ページに掲載 

(2) パワーハラスメント（３つの出来事） 

①添乗指導 における「葬式の司会のようなしゃ

べり方はやめるように」との指導は極めて不適切 

で、「被災者に与えた精神的負荷は相当程度の

もの」であった 。（本人 「上申書」 と題するメモを
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パソコンに残す） 

②乗客の「苦情」 に対し、被災者は明確な記憶

のない出来事であるにもかかわらず、模範的な

運転士のバスに添乗させる指導、首席助役によ

る「特別指導」、反省する旨の「添乗レポート」を

提出させるなどの指導は、「被災者の受けた精

神的負荷は、相当に大きかったと認められる。」 

本人 「進退願」 と題するメモをパソコンに残す 

③車内 転倒事故 が「被災者の運転するバスの

中で発生したと断定することは困難である」とし、

「本件転倒事故に関与してないと認識していた

被災者にとって、…本件転倒事故に関する警察

官の 取調べを受け、実況見分に立ち会うこと

は、その認識と矛盾する対応をせざるを得な

かったという意味で、大きな精神的負荷になっ

たと考えられる。」（メール・「ＢＤＣＳ」等） 

 

３ 判決の意義 

 月６０時間以上の労働は、「心身の余力」すな

わちストレス耐性の低下をきたすと述べ、 また長

時間拘束時間（休息期間と相関）について、 

「 改善基準 」 や ＩＬＯ １５３ 号条約 の規制も超

過していたから、問題ないとはいえない」 と 言

及 している。 

 

４ 公務災害認定後の闘い（安全配慮義務違反

を断罪） 

 公災が確定したにも拘わらず、使用者であっ

た市交通局は「敗訴したのは基金、交通局は間

違ったことはしていない」と謝罪を拒否。 

 遺族は謝罪と労務管理の改善を求め、名古屋

地裁に損害賠償請求を提訴。（2018年10月） 

 ２年余り経った20年12月、地裁は安全配慮義

務違反を認め、被告に賠償を命じる判決を下し

た。市交通局は控訴を断念し遺族に謝罪、労務

管理の改善を表明し、本事件は終結した。 
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